
Title 『思ひのままの日記』の成立 : 貞治・応安期の二条良基
Sub Title The writing of Omoino mama no nikki : Yoshimoto Nijo during the Joji-Oan period
Author 小川, 剛生(Ogawa, Takeo)

Publisher 慶應義塾大学藝文学会
Publication year 1995

Jtitle 藝文研究 (The geibun-kenkyu : journal of arts and letters). Vol.68, (1995. 5) ,p.20- 43 
JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00072643-00680001-

0020

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
の
成
立

｜
｜
貞
治
・
応
安
期
の
二
条
良
基
｜
｜
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『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
は
、
二
条
良
基
の
多
く
の
著
作
の
中
で
も
特
異
な
も
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。
架
空
の
年
中
行
事
日
記
と
も
い
う
べ
き
珍
し
い
作
品
で
、
「
こ
と
し
は
け
ふ
の
節
会
よ
り
年
の
中
の
公
事
ど
も
、ふ
る
き
跡
を
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こ
の
作
品
は
、
王
朝
の
昔
の
如
く
朝
廷
の
儀
式
が
復
興
さ
れ
た
と
い
う
設
定
で
、
一
年
間
の
宮
廷
生
活
の
有
様
を
日
記
の
形
で
描
い
た
も

た
づ
ね
、
め
づ
ら
し
き
事
を
お
こ
き
せ
給
ふ
、
す
へ
の
世
の
為
に
も
と
て
、
か
た
の
如
く
か
き
つ
け
侍
る
也
」
と
あ
る
如
く
、
儀
式
書
的
性

格
も
あ
わ
せ
も
つ
。

そ
の
成
立
時
期
は
貞
治
五
、
六
年
頃
（
一
三
六
六
、

七
）
、
背
景
と
し
て
は
将
軍
足
利
義
詮
を
対
象
と
し
た
、
宮
廷
行
事
の
啓
蒙
書
と
い

つ
通
説
が
大
方
の
支
持
を
得
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
見
で
は
成
立
は
貞
治
よ
り
下
る
と
思
わ
れ
、
成
立
事
情
に
つ
い
て
も
再
考
が
求
め
ら
れ
る
と
思
う
の
で
、
以
下
そ
の
こ
と
を

述
べ
て
み
た
い
。
そ
し
て
こ
の
頃
の
良
基
の
活
動
・
思
想
を
よ
く
反
映
し
た
作
品
で
も
あ
る
の
で
、

(1
) 

に
よ
っ
た
。

そ
の
点
か
ら
も
考
察
を
加
え
た
。
な

お
、
本
稿
に
お
け
る
引
用
は
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
写
本
（
E

二
六
・
一
O
O
五
）



ま
ず
、
成
立
年
代
に
関
す
る
先
行
諸
説
と
そ
の
論
拠
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
は
、
前
述
し
た
如
く
、
架
空
の
宮
廷
社
会
を
題
材
と
し
て
い
る
が
、
登
場
人
物
等
が
完
全
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

あ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
く
、

む
し
ろ
執
筆
当
時
の
良
基
を
と
り
ま
く
北
朝
の
宮
廷
社
会
の
現
状
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
。
そ
れ

が
成
立
年
代
の
推
定
の
材
料
と
な
る
一
方
、
記
事
内
容
を
、
ど
の
程
度
ま
で
事
実
と
み
な
し
て
よ
い
か
判
断
に
苦
し
む
。

諸
家
の
見
解
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
福
井
久
蔵
氏
・
：
康
暦
二
年
（
一
三
八
O
）
ま
た
は
永
徳
・
至
徳
（
一
三
八
一
i

六
）
の
頃
。
斎
藤
清

衛
氏
・
：
貞
治
四
年
頃
。
荒
木
尚
氏
・
：
康
暦
・
永
徳
頃
。
井
上
宗
雄
氏
・
：
康
暦
二
年
頃
。
宮
内
三
二
郎
氏
・
：
応
安
三
年
（
一
三
七

O
）
頃
。
こ

こ
れ
に
対
し
、
伊
藤
敬
氏
は
「
将
軍
の
描
き
方
が
薄
い
点
」
か
ら
、
康
暦
・
永
徳
頃
の
、足
利
義
満
を
常
に
意
識
し
て
い
た
良
基
の
著
述
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れ
ら
の
大
勢
は
康
暦
・
永
徳
頃
（
一
三
七
九
i

八
一
二
）
成
立
と
し
て
い
る
。

に
属
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
、
義
満
の
父
義
詮
を
対
象
と
し
た
、
貞
治
五
、
六
年
頃
（
一
三
六
六
、

(7
) 

す
る
説
を
提
唱
さ
れ
た
。

七
）
の
成
立
で
は
な
い
か
、
と

さ
ら
に
木
藤
才
蔵
氏
は
こ
の
説
を
補
強
し
、
作
品
中
か
ら
年
代
推
定
の
手
が
か
り
と
な
る
べ
き
徴
証
を
十
二
箇
条
列
挙
さ
れ
た
上
で
〆’ー、、

、，

、ー・

れ
に
つ
い
て
は
後
述
）
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
満
足
す
る
期
間
と
い
う
の
は
得
ら
れ
な
い
の
で
、
「
事
実
を
反
映
し
た
も
の
以
外
に
、
良
基
の
願

望
や
公
家
・
武
家
に
と
っ
て
あ
ら
ま
し
い
状
態
を
述
べ
た
記
事
が
交
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
延
喜
天
暦
の
如
き
理

想
的
な
時
代
の
到
来
を
願
っ
て
、
軽
い
気
持
ち
で
筆
を
と
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
。
か
つ
貞
治
六
年
の
中
殿
御
会
に
参
仕
し
、
本
格
的
に
公
家

社
会
を
往
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
義
詮
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
義
詮
の
没
す
る
貞
治
六
年
十
二
月
以
前
の
執
筆
と
結



(8
) 

論
さ
れ
た
。

現
在
ま
で
、
こ
れ
に
反
対
す
る
説
は
提
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ほ
ぽ
通
説
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
他
の
良
基
の
著
作

と
の
関
連
で
い
え
ば
、
『
き
か
き
葉
の
日
記
』
「
雲
井
の
花
』
と
同
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
に
は
、
良
基
の
貞
治
・
応
安
期
の
伝
記
的
事
実
に
直
接
材
を
と
っ
た
記
述
が
見
出
だ
せ
る
。
こ
れ
は
作
品
の
成
立

に
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
の
で

い
く
つ
か
を
検
討
し
た
い
。

元
日
節
会
に
続
く
小
朝
拝
の
有
様
を
描
い
た
部
分
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

前
関
白
大
殿
に
て
、
嘉
保
よ
り
こ
の
か
た
、

か
し
こ
き
代
々
の
跡
を
た
づ
ね
て
、
小
朝
拝
に
立
つ
。
（
中
略
）
前
関
白
・
関
白
両
人
ね
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る
。
こ
れ
も
め
づ
ら
し
き
事
な
る
べ
し
。
大
殿
第
を
っ
き
て
宿
老
の
拝
と
か
や
を
用
ゐ
ら
る
二
元
弘
に
も
故
殿
か
や
う
に
ふ
る
ま
は

れ
け
る
と
か
や
。

こ
の
節
会
に
登
場
し
、
「
宿
老
の
拝
」
を
し
た
「
大
殿
」
と
は
良
基
、
元
弘
の
「
故
殿
」
と
は
良
基
の
父
道
平
を
指
す
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
応
安
四
年
（
一
三
七
ご
、
良
基
は
内
大
臣
勧
修
寺
経
顕
か
ら
、
拝
賀
の
時
の
御
前
で
の
拝
礼
作
法
に
つ
き
相
談
を
受
け
た
。

前
内
大
臣
転
法
輪
三
条
公
忠
か
ら
「
普
通
拝
舞
」
す
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
、
当
時
七
十
四
歳
で
身
体
上
の
不
安
を
覚
え
た
経
顕
が
、
拝
舞
を

省
略
し
て
も
よ
い
か
と
尋
ね
た
の
に
対
し
て
、
良
基
は
「
松
一
院
…
択
』
か
ら
、
老
人
の
拝
礼
に
つ
き
抄
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
説
を
裏
付
け
る
記

録
を
引
勘
し
て
一
紙
を
送
っ
て
い
る
。
公
忠
の
日
記
「
後
愚
昧
記
』の
附
帯
文
書
群
の
一
つ
、
「
応
安
三
年
間
四
年
内
大
臣
故
実
文
書
」
（
大

日
本
古
記
録
に
よ
る
。
原
題
は
「
諮
問
抄
」
）
に
こ
れ
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
次
に
引
用
す
る
。



老
人
略
舞
踏
事
二
条
前
関
白
注
遣
内
府
、
経
一
顕
公
云
々

老
人
拝
事
、

七
句
人
不
拝
舞
、
初
拝
之
時
脆
地
、
丸
、
記
埠
最
末
拝
之
後
起
立
也
、

仁
除
随
伴
「
L
仁
除
国
陣
「l
i
l
i
－
－
－
－
I
l
l
i
－
－
－

以
上
当
流
用
此
説
、
建
武
大
関
、
貞
治
小
臣
、
小
朝
拝
之
時
随
此
例
了
、

（
藤
原
教
通
）
（
三
条
実
行
）

同
抄
云
、
後
三
条
院
拝
礼
之
時
、
延
久
、
大
二
条
関
白
用
此
礼
、
鳥
羽
院
拝
礼
之
時
、
仁
平
、
八
条
太
相
国
又
随
此
例
、

松
殿
入
道
関
白
口
伝
抄
云
、

以
上
松
殿
抄

中
略

杖
レ
拐
事
、

曲
礼
云

五
十
始
杖
、
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老
人
拝
之
時
、
以
務
為
杖
起
、
此
儀
也
、
俊
房
公
以
下
、
節
会
謝
座
之
時
如
此
、
当
家
又
用
此
儀
也
、

傍
線
部
、
「
松
殿
抄
』
の
説
に
よ
り
、
道
平
と
良
基
が
小
朝
拝
で
勿
を
杖
に
し
て
老
人
拝
を
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
思
ひ
の
ま
ま

（
建
武
元
年
は
一
五
弘
四
年
）
。
貞
治
年
間
に
正
式
な
形
で
小
朝
拝
が
行
わ
れ
た
年
は
、

（
叩
）

三
年
と
六
年
の
み
で
あ
り
、
良
基
が
「
老
人
持
」
を
し
た
の
は
三
年
の
可
能
性
が
高
い
。

の
日
記
』
の
内
容
と
一
致
す
る
こ
と
、
言
を
侯
た
な
い

以
上
の
事
か
ら
し
て
、
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
成
立
の
上
限
は
貞
治
三
年
と
い
う
事
に
な
る
。

こ
の
背
後
に
は
、
勧
修
寺
家
は
代
々
二
条
家
の
家
礼
で
あ
っ
た
の
に
、

経
顕
が
公
忠
の
指
南
を
受
け
た
こ
と
に
良
基
が
立
腹
し
、
経
顕
か

ら
相
談
さ
れ
た
機
会
に
、
公
忠
の
先
祖
八
条
相
国
実
行
が
拝
舞
を
省
略
し
て
老
人
拝
を
し
た
例
を
指
摘
し
、
も
っ
て
公
忠
の
説
の
不
当
な
る

こ
と
を
経
顕
に
示
そ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
ら
し
い

（
後
愚
昧
記

応
安
四
年
五
月
十
七
日
条
）
。
こ
こ
で
は
良
基
が
経
顕
の
た
め
に
殊



更
こ
の
老
人
拝
の
先
例
を
持
ち
出
し
た
応
安
四
年
と
い
う
年
紀
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
か
ら
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
に
は

き
て
も
大
内
は
た
へ
て
久
し
く
な
り
侍
る
上
、
こ
の
比
は
相
応
せ
ざ
れ
ば
、
閑
院
の
指
図
に
東
宮
の
御
方
を
加
へ
て
、
近
く
貞
和
に
沙

汰
あ
り
し
指
図
召
し
出
し
て
つ
く
ら
る
。

規
模
の
大
き
い
里
内
裏
で
、

と
い
う
内
裏
再
建
の
描
写
が
あ
る
。
大
内
裏
は
鎌
倉
初
期
に
廃
絶
し
、
鎌
倉
中
期
の
閑
院
内
裏
と
、
末
期
の
二
条
富
小
路
内
裏
が
比
較
的

と
も
に
西
国
寺
家
の
主
導
と
幕
府
の
援
助
に
よ
り
造
営
さ
れ
て
い
る
。
南
北
朝
時
代
、
内
裏
は
土
御
門
殿
で
あ

つ
ご

f

、

f

カ

そ
れ
で
も
何
度
か
鎌
倉
時
代
の
先
縦
を
追
い
内
裏
の
再
建
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
「
貞
和
に
沙
汰
あ
り
し
」
と
は
、
貞
和
元
年
（
一
三
四
五
）
七
月
足
利
尊
氏
よ
り
執
奏
の
あ
っ
た
内
裏
再
建
計
画
を
指
す
。
『
園
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太
暦
』
貞
和
二
年
五
月
十
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
洞
院
公
賢
は
富
小
路
内
裏
の
指
図
を
良
基
に
も
示
し
て
意
見
を
聞
い
て
い
る
か
ら
、
『
思
ひ

の
ま
ま
の
日
記
』
の
記
事
も
全
く
の
虚
構
で
は
な
く
、
こ
の
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

き
ら
に
貞
治
四
年
二
月
に
も
内
裏
再
建
の
沙
汰
が
あ
っ
た
。
『
師
守
記
』
同
年
六
月
五
日
条
に
よ
れ
ば
幕
府
か
ら
西
園
寺
実
俊
を
通
し
て

用
地
・
奉
行
の
撰
定
、
諸
国
段
銭
に
つ
き
申
し
入
れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
後
光
厳
天
皇
は
三
月
八
日
、
良
基
以
下
の
重
臣
に
諮
問
し

た
。
奉
答
の
内
容
は
『
師
守
記
』
に
録
さ
れ
て
い
る
。
良
基
は

承
和
始
而
幸
冷
泉
院
以
来
、
里
内
雄
有
其
数
、
模
中
重
被
設
大
慶
之
構
者
、
一
条
院
・
冷
泉
院
・
高
陽
院
・
六
条
院
・
土
御
門
殿
・
閑

院
、
近
則
富
小
路
殿
等
也
、
此
内
自
余
処
々
、
非
当
時
相
応
之
勝
形
欺
、
於
閑
院
者
、
為
後
三
条
院
登
極
之
地
、
迫
子
後
深
草
院
、

代
々
聖
皇
之
震
居
、
度
々
経
営
之
名
跡
也
、
就
中
文
治
天
下
草
創
之
最
初
、
鎌
倉
右
大
将
修
造
之
後
、
至
建
長
武
家
造
進
之
、
佳
燭
何

求
例
於
外
哉
。



と
閑
院
を
強
く
推
し
た
。
こ
の
内
裏
再
建
も
幻
に
終
わ
っ
た
が
、
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
に
お
け
る
内
裏
が
閑
院
を
擬
し
て
い
る
の
も
、

良
基
の
主
張
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
例
で
分
か
る
よ
う
に
、
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
」
に
は
、
執
筆
時
と
時
間
的
に
近
接
し
た
、
作
者
の
体
験
が
か
な
り
生
々
し
く
投

影
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
六
月
廿
日
頃
の
事
と
し
て
描
か
れ
た
、
二
条
殿
へ
の
行
幸
が
注
目
さ
れ
る
。

六
月
廿
日
比
い
と
暑
き
比
な
れ
ば
、
泉
も
て
あ
そ
び
給
ふ
と
て
二
条
の
家
に
行
幸
あ
り
。
御
方
違
の
由
な
り
。
あ
る
じ
の
殿
た
ち
ゐ
け

い
め
ゐ
せ
ら
る
。
山
の
姿
・
水
の
心
ば
へ
い
と
面
白
し
。

と
始
ま
り
、
以
下
庭
園
の
景
観
、
三
船
の
遊
び
・
競
馬
・
蹴
鞠
・
詩
歌
合
な
ど
の
有
様
を
詳
し
く
叙
述
す
る
が
、
こ
の
華
や
か
な
遊
覧
は

『
源
氏
物
語
』
常
夏
巻
に
よ
っ
た
虚
構
で
あ
る
に
し
て
も
、
行
幸
そ
の
も
の
は
、
事
実
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
条
殿
へ
の
行
幸
・
御
幸
は
、
戦
乱
を
避
け
る
等
の
緊
急
の
場
合
を
除
け
ば
、
応
安
四
年
七
月
二
十
五
日
の
後
光
厳
院
の
そ
れ
が
知
ら
れ

-25-

る
。
近
衛
道
嗣
の
「
後
深
心
院
関
白
記
』
に

（
正
親
町
三
条
実
継
）

入
夜
新
院
御
幸
二
条
前
関
白
第
。
寝
殿
己
下
荒
蕪
之
間
直
幸
水
閣
云
々
、
前
内
府
実

（
同
実
音
）

帥
大
納
言

（
柳
原
忠
光
）

藤
中
納
言

（
万
里
小
路
嗣
房
）

左
大
弁
宰
相
等

参
会
云
々
、

と
あ
る
。
良
基
と
疎
遠
な
道
嗣
は
、
「
寝
殿
己
下
荒
蕪
」
と
悪
口
を
書
い
て
い
る
が
、
水
閣
（
泉
殿
）
で
酒
宴
が
あ
っ
た
事
は
『
思
ひ
の
ま

ま
の
日
記
』
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
後
光
厳
院
の
外
男
実
継
・
実
音
兄
弟
以
下
の
重
臣
と
殿
上
人
・
北
面
・
随
身
ら
が
参
入
し
、
良
基
側
も
接

待
に
気
を
使
い
、
引
出
物
等
多
く
あ
っ
た
こ
と
は
『
師
守
記
』
『
吉
田
家
日
次
記
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

「
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
は
二
条
殿
の
庭
園
の
美
を
強
調
す
る
。
こ
れ
は
庭
園
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
い
た
良
基
が
、
こ
の
応
安
四
年
の
御

（
ロ
）

幸
を
記
念
す
べ
き
も
の
と
考
え
、
そ
の
事
実
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
描
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。



つ
い
で
、
九
月
の
事
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

今
年
は
斎
宮
群
行
あ
れ
ば
、
野
宮
の
秋
の
け
し
き
、
昔
お
ぽ
え
た
る
事
ど
も
多
か
る
べ
し
。
群
行
の
日
、
大
極
殿
の
儀
式
、
わ
か
れ
の

櫛
な
ど
さ
し
給
ふ
程
お
ぼ
し
め
し
い
づ
る
た
め
し
も
あ
り
け
ん
か
し
。
長
奉
送
使
は
権
大
納
言
っ
か
ふ
ま
つ
る
。
伊
勢
路
の
お
か
し
き

心
ば
へ
な
ど
定
め
て
こ
の
人
記
し
を
か
れ
侍
ら
ん
か
し
と
ゆ
か
し
く
ぞ
お
ぼ
え
け
る
。

こ
れ
も
、
当
時
廃
絶
し
て
久
し
い
斎
宮
の
群
行
の
儀
で
、
『
源
氏
物
語
巴
賢
木
巻
の
、

十
六
日
、
桂
川
に
て
御
は
ら
へ
し
給
ふ

つ
ね
の
儀
式
に
ま
き
り
て
、
ち
ゃ
う
ふ
そ
う
し
な
ど
、

き
ら
ぬ
上
達
部
も
、
や
む
ご
と
な

く
、
お
ぼ
え
あ
る
を
、
え
ら
せ
給
へ
り
。
：
・
斎
宮
は
十
四
に
ぞ
な
り
給
ひ
け
る
。

し
た
て
た
て
ま
つ
り
給
へ
る
ぞ
、
い
と
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
み
え
給
ふ
を
、

い
と
う
つ
く
し
う
お
は
す
る
様
を
、
う
る
は
し
う
、

み
か
ど
、
御
心
う
ご
き
て
、
別
れ
の
御
櫛
た
て
ま
つ
り
給
ふ
ほ
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ど

い
と
あ
は
れ
に
て
し
は
た
れ
さ
せ
給
ひ
ぬ
。

と
い
う
文
章
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。

一
見
し
て
『
源
氏
物
語
』
に
拠
っ
た
と
分
か
る
箇
所
で
、
「
長
奉
送
使
」
を
勤
め
た
「
権
大
納
言
」
に
注
目
し
た
い
。
書
き
ぶ
り
か
ら
す

れ
ば
、
実
在
の
モ
デ
ル
が
い
て
、
か
つ
そ
れ
は
良
基
に
好
ま
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

良
基
周
辺
の
公
家
で
、
『
源
氏
物
語
』
に
関
係
す
る
と
い
え
ば
、
た
だ
ち
に
四
辻
善
成
の
名
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
善
成
は
貞
治
年

問
、
既
に
『
河
海
抄
』
を
完
成
し
（
珊
瑚
秘
抄
奥
書
）
、
貞
治
四
年
十
月
、
良
基
家
に
お
け
る
『
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
』

源
氏
研
究
に
は
既
に
相
応
の
実
績
が
あ
っ
た
。

の
撰
定
に
も

「
四
辻
宮
二
位
中
将
」
と
し
て
名
を
連
ね
、

日

順
徳
院
末
流
の
宮
に
過
ぎ
な
か
っ
た
善
成
は
臣
籍
降
下
後
、
久
し
く
中
将
の
官
に
在
っ
た
が
、
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
六
月
二
十
九

(M
) 

い
き
な
り
権
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
良
基
の
引
き
立
て
が
あ
っ
た
も
の
と
見
て
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
応
安
三
年
十
一
月
十
九
日
、



権
大
納
言
に
昇
っ
た
。
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
は
モ
デ
ル
の
官
位
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
微
妙
で
あ
る
が
、
ま
さ
か
非
参
議

の
者
を
権
大
納
言
と
し
て
描
く
こ
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
も
そ
の
成
立
が
貞
治
六
年
以
後
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
（
中

納
言
の
時
に
、
昇
進
さ
せ
て
権
大
納
言
と
表
示
す
る
事
は
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
）
。

さ
ら
に
、
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
に
二
箇
所
現
れ
る
議
定
の
記
事
を
検
討
し
て
み
た
い
。

・
ま
こ
と
や
議
定
始
、
両
殿
以
下
人
々
七
八
人
さ
ぶ
ら
ふ
。
神
事
興
行
や
が
て
定
め
申
す
ま
、
に
を
こ
な
は
せ
給
ふ
。
今
年
よ
り
は
式
の

議
定
の
外
に
、
神
事
・
任
官
・
公
事
興
行
の
事
、
別
し
て
日
を
置
か
る
べ
し
な
ど
ぞ
き
こ
え
し
。

・
三
度
の
議
定
、
庭
中
の
雑
訴
な
ど
の
外
に
神
事
・
仏
事
・
諸
道
興
行
の
評
定
臨
時
に
あ
り
。

こ
の
議
定
に
お
い
て
は
、
普
段
と
は
異
な
り
「
神
事
任
官
公
事
」
に
つ
い
て
特
に
「
興
行
」
が
諮
ら
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
を
現
実
の
北
朝
政
務
運
営
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
応
安
四
年
九
月
二
十
六
日
に
聞
か
れ
た
後
光
厳
上
皇
の
院
評
定
始
が
注
目
さ
れ

（
日
）

る
。
良
基
以
下
五
名
の
評
定
衆
の
参
加
の
も
と
、
政
道
興
行
の
為
に
八
筒
条
を
議
決
し
た
、
意
欲
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

今
ま
で
見
て
来
た
知
く
、
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』の
成
立
が
ほ
ぼ
応
安
四
年
な
い
し
そ
の
ご
く
近
い
過
去
の
出
来
事
を
題
材
に
と
っ
て

い
る
と
す
る
な
ら
、
本
文
に
二
度
に
わ
た
っ
て
、
「
議
定
始
」
で
諸
道
興
行
が
は
か
ら
れ
た
と
記
さ
れ
る
意
味
も
自
然
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
の
記
述
に
反
映
し
て
い
る
良
基
の
伝
記
的
事
実
を
個
々
に
検
討
す
る
と
、
成
立
は
通
説
の
員
治
五
、
六
年
で
は

な
く
、
も
う
少
し
後
の
時
期
、
具
体
的
に
は
応
安
四
年
前
後
を
指
し
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
木
藤
氏
が
挙
げ
ら
れ
た
、
作
品
中
の
十
二
の
徴
証
が
応
安
四
年
前
後
の
状
況
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
、
検
証
し
て
み
た
い
。



作
品
成
立
の
上
限
は
貞
治
三
年
な
の
で
、

そ
の
範
囲
内
に
位
置
す
る
条
件
の
み
吟
味
し
た
。
け
内
は
木
藤
氏
の
掲
げ
ら
れ
た
条
件
の
番
号
で

・
あ
る
。ω

こ
の
十
と
せ
あ
ま
り
、
お
さ
ま
り
か
ね
侍
り
つ
る
よ
も
の
波
風
名
残
な
く
し
づ
ま
り
ぬ
れ
ば
。

冒
頭
の
一
文
で
あ
る
。
文
和
・
延
文
年
問
、
後
光
厳
天
皇
は
南
軍
の
進
入
に
よ
り
し
ば
し
ば
美
濃
近
江
へ
の
蒙
塵
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
治
ま

っ
た
世
と
は
言
い
が
た
い
時
勢
粧
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
も
康
安
元
年
（
一
三
六
こ
が
最
後
で
、
以
後
南
朝
が
京
都
を
奪
回
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
申
」
＋
品
、

山
陰
地
方
の
有
力
な
南
朝
方
勢
力
、
大
内
弘
世
・
山
名
時
氏
が
あ
い
つ
ぎ
幕
府
に
く
だ

り
、
北
朝
に
と
っ
て
の
軍
事
的
な
脅
威
は
ほ
ぼ
消
滅
し
た
。
従
っ
て
貞
治
二
年
を
起
点
に
し
て
「
こ
の
十
と
せ
余
り
」
を
最
も
素
直
に
解
釈
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す
れ
ば
、
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
よ
り
後
を
指
す
こ
と
に
な
る
。

ω
関
の
外
を
ば
鎌
倉
の
武
衛
い
み
じ
く
お
さ
め
て
。

鎌
倉
の
武
衛
（
兵
衛
督
）
と
は
、
足
利
基
氏
か
、
そ
の
息
氏
満
か
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
基
氏
は
延
文
四
年
に
左
兵
衛
督
に
、
氏
満
は

康
暦
二
年
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
木
藤
・
伊
藤
両
氏
は
基
氏
を
比
定
す
る
。
基
氏
は
貞
治
六
年
四
月
二
十
六
日
に
没
し
た
の
で
、
応
安
四
年

の
時
点
で
は
、
鎌
倉
府
の
主
は
氏
満
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
名
将
の
誉
れ
高
か
っ
た
基
氏
の
印
象
が
な
お
強
烈
で
、
こ
こ
に
登
場
さ
せ
た
も

の
と
見
る
ほ
か
な
い
。

ω
前
関
白
大
殿
に
て
・
：
前
関
白
・
関
白
両
人
ね
る
。



前
関
白
H

大
関
H

大
殿
、
関
白
は
大
殿
の
息
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
応
安
四
年
の
時
点
で
は
、
大
殿
は
良
基
、
関
白
は
そ
の
長
男

師
良
（
応
安
二
年
十
一
月
四
日
任
）
で
整
合
す
る
。

同
太
政
大
臣
。

こ
の
太
政
大
臣
は
、
作
品
の
終
わ
り
近
く
の
野
行
幸
の
場
面
で
、
維
を
奉
っ
た
「
源
氏
の
太
政
大
臣
」
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

太
政
大
臣
れ
ち
に
は
く
は
は
ら
で
わ
き
よ
り
の
ぼ
り
て
奥
の
座
に
き
ぶ
ら
ふ
。
こ
れ
も
古
き
例
な
る
べ
し
。

と
元
日
節
会
で
古
儀
を
維
持
す
る
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
久
我
通
相
を
宛
て
る
の
が
相
応
し
い
。
公
事
に
は
一
家
言
持
ち
、

（
凶
）

良
基
が
か
つ
て
除
目
の
説
を
授
け
よ
う
と
申
し
出
た
の
を
拒
否
し
た
こ
と
も
あ
る
。
通
相
は
貞
治
五
年
八
月
二
十
九
日
に
太
政
大
臣
、
七
年

で
＆
め
る
。
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三
月
二
十
一
日
上
表
、
応
安
四
年
七
月
十
四
日
に
四
十
六
歳
で
莞
去
し
て
い
る
の
で
、
良
基
が
彼
を
モ
デ
ル
に
登
場
さ
せ
る
事
は
一
応
可
能

阿
川
中
務
の
親
王
当
代
の
宮
に
て
。

こ
の
中
務
卿
親
王
は
、
諸
説
、
該
当
者
な
し
と
し
て
い
る
。
北
朝
の
天
皇
の
皇
子
で
は
こ
う
い
う
親
王
は
い
な
い
が
、
亀
山
院
の
孫
、
常
盤

井
宮
全
仁
親
王
は
、
中
務
卿
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
貞
治
六
年
七
月
十
九
日
に
莞
去
（
後
愚
昧
記
）
。
「
世
の
お
も
は
せ
人
の
も
て
な
し
給
ふ

事
か
ぎ
り
な
し
」
と
い
う
宮
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
一
応
、
応
安
よ
り
さ
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
過
去
に
中
務
卿
親
王
が
居
た
事
は

記
憶
し
て
お
い
て
よ
い
。
ま
た

こ
の
記
述
も
、
同
じ
南
北
朝
時
代
成
立
の
『
増
鏡
』
春
の
別
れ
に
、
後
醍
醐
の
一
宮
中
務
卿
尊
良
親
王
が

踏
歌
節
会
に
出
仕
し
た
こ
と
に
つ
き
、
「
正
月
の
十
六
日
の
節
会
に
め
づ
ら
し
く
い
で
さ
せ
給
ふ
、
御
門
も
徳
治
の
頃
帥
に
て
七
日
の
節
に



い
で
さ
せ
給
へ
り
し
た
め
し
、
お
ぽ
し
い
づ
る
に
や
。
大
方
古
く
皆
き
こ
そ
あ
り
け
れ
ど
、
近
頃
は
い
た
く
か
や
う
に
は
な
か
り
つ
る
を
、

御
子
た
ち
御
冠
の
後
は
い
づ
れ
も
昔
お
ぽ
え
て
、
き
る
べ
き
折
々
い
で
仕
へ
さ
せ
給
ふ
め
り
」
と
あ
る
如
く
、
親
王
の
節
会
出
仕
が
良
基
持

論
の
古
儀
復
興
に
ふ
さ
わ
し
い
事
柄
だ
っ
た
と
解
し
て
お
け
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

紛
将
軍
大
将
か
け
て
本
陣
に
供
奉
す
。

木
藤
氏
は
、
貞
治
六
年
な
ら
ば
足
利
義
詮
に
大
将
兼
任
の
夢
を
抱
か
せ
て
よ
い
時
期
、

と
解
釈
さ
れ
た
。
た
だ
し
義
詮
は
大
将
を
兼
任
す
る

こ
と
な
く
莞
去
し
た
の
で
、
こ
こ
は
ω
と
同
様
、
虚
構
と
と
っ
て
お
く
は
か
な
い
。

制
西
国
寺
大
将
奉
行
す
。
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木
藤
氏
は
「
西
国
寺
某
を
西
国
寺
大
将
と
記
し
、
鎌
倉
の
公
方
を
鎌
倉
の
武
衛
と
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
考
え
に
く
い
か
ら
」
事

実
を
反
映
し
た
官
位
表
記
と
と
る
。
西
園
寺
家
の
人
物
が
大
将
を
兼
ね
て
い
た
の
は
、
実
俊
の
延
文
五
年
十
一
月
か
ら
貞
治
六
年
正
月
の
期

間
だ
け
と
な
り
、
通
説
の
根
拠
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。

た
だ
し
実
俊
は
貞
治
三
年
三
月
に
は
既
に
内
大
臣
、
同
五
年
八
月
に
は
右
大
臣
に

任
ぜ
ら
れ
、
通
説
の
如
く
と
す
れ
ば
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
」
が
実
俊
を
「
西
国
寺
大
将
」
と
表
記
す
る
の
は
蹄
に
落
ち
な
い
。
実
俊
の
嫡

子
公
永
（
応
安
四
年
に
十
九
歳
、
従
二
位
権
中
納
言
）
が
、
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）

に
右
大
将
を
望
み
、
諸
方
面
に
運
動
し
た
こ
と
が

『
後
愚
昧
記
』
周
年
四
月
十
七
日
条
に
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

こ
れ
は
先
ほ
ど
貞
治
四
年
の
内
裏
造
営
企
画
に
つ
い
て
触
れ
た
通
り
、
こ
の
時
代
の
内
裏
の
造
営
を
西
国
寺
家
の
当
主
が
奉
行
す
る
慣
例

が
あ
っ
た
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
員
和
の
沙
汰
の
時
も
「
上
卿
先
々
大
納
言
欺
、
竹
林
院
大
納
言
雛
為
其
仁
、
当
時
不
及
細
々
出



仕
之
上
、
毎
事
無
沙
汰
候
欺
」
（
園
太
暦
貞
和
二
年
五
月
十
五
日
条
）
と
、
竹
林
院
（
西
園
寺
）
公
重
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。

側
大
殿
も
・
・
・
三
度
の
再
任
し
て
。

補
と
思
っ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、

良
基
が
関
白
を
正
平
一
統
で
奪
わ
れ
、
後
光
厳
院
の
践
併
と
と
も
に
復
任
し
た
事
に
つ
き
、
関
白
職
を
保
証
さ
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
還

（
口
）

こ
れ
は
疑
い
な
く
後
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
う
自
称
し
う
る
の
は
、
員
治
六
年
八
月
か
ら

後
小
松
院
の
摂
政
に
還
補
さ
れ
る
永
徳
二
年
四
月
ま
で
の
間
で
あ
る
。

良
基
の
摂
関
職
へ
の
執
念
が
お
そ
ろ
し
く
強
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
現
に
貞
治
六
年
八
月
に
関
白
を
辞
任
し
た
時
も
、
な

（
凶
）

か
な
か
承
諾
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

通
説
に
よ
れ
ば
、
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
は
そ
の
関
白
辞
任
前
後
の
成
立
と
な
る
。

い
ま
だ
現
任
の
関
白
で
あ
る
う
ち
に
、
あ
る
い
は
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辞
職
さ
せ
ら
れ
た
直
後
の
憤
激
収
ま
ら
ぬ
う
ち
に
、
自
ら
を
前
殿
・
大
殿
と
し
て
作
品
に
描
く
で
あ
ろ
う
か
。
虚
構
で
も
絶
対
に
良
基
は
そ

ん
な
こ
と
を
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
通
説
の
最
も
大
き
な
問
題
点
が
存
す
る
。
し
か
し
辞
任
か
ら
数
年
た
ち
、
名
実
と
も
に
大
殿
と
し

て
振
る
舞
っ
て
い
た
応
安
四
年
頃
な
ら
ば
支
障
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ω
天
龍
寺
供
養

貞
治
六
年
三
月
に
火
事
に
遭
い
、
応
安
六
年
九
月
に
も
焼
け
て
い
る
。
木
藤
氏
の
説
の
知
く
、
再
建
供
養
の
こ
と
を
描
く
か
ら
、
焼
失
の
直

後
で
あ
っ
て
は
ま
ず
い
と
な
る
と
、
貞
治
六
年
に
再
建
を
遂
げ
た
建
物
が
、
応
安
六
年
に
焼
け
る
ま
で
の
期
間
を
考
え
て
も
よ
い
わ
け
で
あ

る



以
上
で
あ
る
が
、
応
安
四
年
前
後
と
い
う
私
見
に
特
に
不
都
合
な
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
通
説
の
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
た
、ω

「
鎌
倉
の
武
衛
」
・
倒
「
西
国
寺
大
将
」
も
必
ず
し
も
事
実
を
忠
実
に
反
映
さ
せ
た
呼
称
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
り
、

そ
も
そ
も
こ
の
作

品
は
、
普
通
の
日
記
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
官
位
表
記
か
ら
成
立
年
代
を
推
定
す
る
や
り
方
は
、
余
り
有
効
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

む
し
ろ
作
者
が
体
験
見
聞
し
た
事
柄
が
、
あ
る
程
度
の
時
間
を
経
て
作
品
内
部
に
投
射
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
作
品
に
題
材
と
し
て
取
り
込
ま
れ
た
こ
条
殿
行
幸
や
評
定
始
な
ど
の
出
来
事
が
、
応
安
四
年
前
後
に
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
品

は
そ
れ
か
ら
き
し
て
時
を
隔
て
な
い
、
応
安
五
、
六
年
の
成
立
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
は
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
い
で
視
点
を
改
め
、
作
品
成
立
の
背
景
を
考
察
し
た
い
。

四
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応
安
四
年
、
良
基
は
五
十
二
歳
で
あ
る
。
こ
の
年
三
月
、
後
光
厳
天
皇
は
譲
位
し
、
院
政
を
敷
い
た
。
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
の
終
わ

り
近
くこ

の
面
影
は
、
と
し
ご
と
の
事
に
な
り
て
、
品
川
余
年
御
位
を
た
も
た
せ
給
ふ
、
あ
り
が
た
き
た
め
し
な
る
べ
し
。
後
の
嵯
峨
院
に
も
た

ち
か
へ
ら
せ
給
た
る
、
猶
行
末
の
御
き
か
へ
お
も
ひ
や
る
べ
し
。

と
あ
る
の
は
応
安
五
、
六
年
頃
成
立
と
い
う
私
見
と
ど
う
係
わ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
の
点
を
取
り
上
げ
た
い
。

従
来
、
北
朝
に
は
三
十
年
在
位
と
い
う
例
は
な
く
、
伊
藤
氏
は
北
朝
の
皇
統
に
お
き
か
え
て
の
表
現
と
解
釈
さ
れ
、
光
明
天
皇
の
践
一
昨
し

た
建
武
三
年
ご
三
三
六
）

か
ら
三
十
年
と
計
算
さ
れ
た
。
木
藤
氏
は
こ
の
説
に
否
定
的
で
あ
る
が
こ
れ
に
か
わ
る
見
解
を
示
き
れ
て
は
い



戸
l
h
E

。

手
h
d
i
v

私
は

こ
れ
を
北
朝
と
し
て
は
異
例
に
長
い
在
位
（
満
十
八
年
半
）
を
保
っ
た
後
光
厳
上
皇
を
意
識
し
た
言
葉
と
考
え
る
。
後
光
厳
は
、

譲
位
後
も
院
中
に
政
を
聴
い
た
。
森
茂
暁
氏
に
よ
れ
ば
「
前
代
の
親
政
の
主
催
者
が
ひ
き
つ
づ
き
院
政
を
開
い
た
点
」
は
「
北
朝
に
と
っ
て

（
却
）

初
め
て
の
こ
と
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
も
、
後
深
草
天
皇
に
譲
位
後
た
だ
ち
に
院
政
を
開
始
し
、
以
後
廿
六
年
に
わ
た
り
政
務
を

み
た
後
嵯
峨
院
に
な
ぞ
ら
え
て
「
猶
行
末
の
御
き
か
へ
お
も
ひ
や
る
べ
し
」
と
こ
と
は
ぐ
の
は
、
後
光
厳
院
政
の
前
途
に
対
す
る
祝
言
と
考

え
る
外
な
い
の
で
あ
る
。
当
然
こ
の
作
品
は
院
の
崩
御
（
応
安
七
年
正
月
）
以
前
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
な
ろ
う
。

良
基
の
著
作
活
動
の
中
で
の
位
置
づ
け
も
変
化
を
迫
ら
れ
る
。
ま
ず
足
利
義
詮
を
対
象
と
し
て
書
か
れ
た
と
考
え
る
必
要
は
な
く
な
る
で

あ
ろ
、
っ
。
と
す
れ
ば
、
良
基
が
こ
の
作
品
の
読
者
と
し
て
想
定
し
て
い
た
の
は
、
新
帝
の
後
円
融
辺
り
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

の
父
子
が
念
頭
に
あ
る
と
す
る
と

」
の
作
品
は
新
帝
の
代
の
理
想
的
な
未
来
を
描
き
出
し
た

一
種
の
見
取
り
図
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
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前
述
の
如
く
、
院
政
開
始
直
後
、
後
光
厳
の
政
務
運
営
へ
の
熱
意
は
強
く
、
良
基
も
そ
の
枢
機
に
あ
ず
か
っ
て
い
た
。
後
光
厳
・
後
円
融

出
来
よ
、7
。

と
こ
ろ
で
、
作
品
中
で
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
が
、
政
文
で
あ
る
。

こ
の
日
記
は
春
日
の
神
の
御
つ
げ
な
れ
は
、
み
ん
人
は
よ
ろ
づ
の
ね
が
ひ
か
な
ひ
、
思
ふ
事
あ
る
ま
じ
と
人
の
し
け
ん
に
て
侍
る
と
か

や

と
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
こ
の
敏
文
に
言
及
し
た
論
は
見
あ
た
ら
な
い
。

こ
れ
は
す
べ
て
の
伝
本
に
付
き
れ
、
作
者
良
基
の
自
肢
と
考
え
ら
れ
る
が
、
文
意
が
暖
昧
で
理
解
し
に
く
い
。
第
一
の
疑
問
は
、
何
故
こ

の
日
記
が
「
春
日
の
神
の
御
告
げ
」
な
の
か

で
あ
る
。



こ
れ
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
春
日
神
木
の
入
洛
で
あ
る
。

き
き
の
評
定
始
の
直
後
の
十
二
月
二
日
、
南
都
衆
徒
た
ち
は
神
木
を
奉

じ
て
入
京
、
大
乗
院
門
主
教
信
・
一
乗
院
門
主
実
玄
の
悪
行
を
訴
え
、
両
名
の
罷
免
を
強
訴
し
た
。
神
木
動
座
と
い
う
だ
け
で
朝
廷
の
公
事

に
は
様
々
な
制
約
が
生
じ
た
。
ま
し
て
入
洛
と
な
れ
ば
非
常
事
態
で
、
藤
原
氏
の
公
卿
は
全
く
公
事
に
参
仕
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

後
光
厳
院
は
、
何
と
か
後
円
融
の
即
位
式
だ
け
で
も
挙
行
せ
ん
と
し
、
種
々
南
都
に
は
か
っ
た
が
、
衆
徒
は
頑
と
し
て
う
け
い
れ
ず
、下
、ー・

の
月
の
う
ち
に
、
上
皇
の
意
を
う
け
活
動
し
た
院
司
の
柳
原
忠
光
・
広
橋
仲
光
・
万
里
小
路
嗣
房
・
中
御
門
宣
方
を
次
々
と
放
氏
（
藤
氏
身

分
の
剥
奪
）
し
た
。
森
氏
前
掲
御
著
に
よ
れ
ば
「
上
皇
の
信
頼
厚
き
有
能
な
側
近
」
の
四
人
の
放
氏
は
、
後
光
厳
院
の
「
手
足
を
う
ば
う
に

等
し
い
」
処
置
で
あ
っ
た
。

新
帝
が
即
位
式
す
ら
挙
行
し
得
ず
、
日
常
の
公
事
も
異
姓
の
公
卿
に
よ
っ
て
細
々
と
行
わ
れ
て
い
る
有
様
を
、
北
朝
第
一
の
重
臣
た
る
良
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基
も
座
視
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
良
基
が
何
と
か
神
木
を
帰
座
さ
せ
よ
う
と
し
て
南
都
と
の
交
渉
に
尽
力
し
た
様
は
『
寺
訴
引
付
日
記
』
な

（
幻
）

ど
に
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
応
安
六
年
八
月
七
日
、
衆
徒
た
ち
が
良
基
を
放
氏
す
る
と
い
う
惨
め
な
結
果
に
終
わ
っ
た
。
「
執
柄
以
上
之
人
殆
無
其

例
欺
」
と
い
う
珍
事
で
あ
っ
た

（
後
愚
昧
記
）
。さ
ら
に
後
光
厳
院
は
翌
七
年
正
月
に
発
病
、
二
十
九
日
崩
御
、
院
政
は
そ
の
機
構
を
殆
ど

発
動
さ
せ
な
い
ま
ま
終
了
す
る

（
神
木
が
帰
座
し
た
の
は
同
年
十
二
月
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
）
。
後
光
厳
院
政
の
実
態
は
こ
の
よ
う
に

不
首
尾
な
も
の
で
あ
っ
た
。

作
品
と
応
安
の
神
木
と
の
関
係
を
持
ち
出
す
の
は

い
ま
だ
早
急
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
応
安
五
、
六
年
頃
の
成
立
と
い
う
私
見
か

ら
は
、

ど
う
し
て
も
神
木
入
京
に
よ
り
変
則
・
停
止
を
余
儀
な
く
き
れ
た
朝
儀
と
良
基
の
立
場
と
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

放
氏
と
の
先
後
関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
交
渉
の
努
力
が
実
を
結
ば
ず
、
帰
座
の
見
通
し
が
つ
か
ぬ
時
に
、
良
基
は
「
思
ひ
の
ま
ま



の
日
記
』
を
執
筆
し
、
せ
め
て
も
作
品
世
界
の
中
で
理
想
と
す
る
王
朝
盛
代
を
再
現
し
た
の
で
は
な
い
か
。
朝
儀
の
正
常
な
遂
行
を
妨
げ
て

い
る
の
が
神
木
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
前
に
し
て
、
良
基
が
こ
の
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
を
春
日
明
神
の
示
現
と
し
、
「
見
む
人
は
よ
ろ

づ
の
ね
が
ひ
か
な
ひ
、
思
ふ
事
あ
る
ま
じ
」
と
述
べ
る
欧
文
は
、
彼
の
嘗
め
た
挫
折
感
を
遠
景
に
し
、
良
基
自
身
の
「
ね
が
ひ
」
、
朝
儀
の

復
興
へ
の
意
志
表
示
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

以
上

こ
の

『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』の
成
立
と
執
筆
意
図
に
つ
き
、
私
見
を
提
示
し
、
様
々
な
面
か
ら
考
察
を
加
え
て
き
た
。

『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
儀
式
に
つ
い
て
は
、
木
藤
氏
が
要
領
を
得
た
整
理
を
な
さ
れ
て
い
る
。

「
江
家
次
第
』
と
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『
建
武
年
中
行
事
』の
影
響
が
大
き
い
と
い
う
。
作
品
が
『
江
家
次
第
』
を
重
視
し
て
い
る
の
は
、

ま
だ
己
の
と
き
に
御
薬
の
儀
始
ま
る
。
こ
れ
は
例
の
事
な
れ
ど
、

江
次
第
な
ど
に
ま
か
せ
て
興
行
せ
ら
る
、
事
多
し
。

と
い
う
記
述
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
頃
の
良
基
の
公
事
研
究
の
深
化
を
知
る
上
で
重
要
な
の
は
、
万
里
小
路
時
房
の
『
建
内
記
』
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
二

月
二
日
条
で
あ
る
。

一
条

前
摂
政
兼
良
公
被
読
江
次
第
、
多
年
発
機
、
当
年
日
野
大
納
言
資
広
・
大
外
記
業
忠
勧
申
之
、
仰
被
談
之
、
故
円
明
寺
・
後
称
念
院
被
談

之
、
貞
治
年
中
後
普
光
園
被
談
之
、
其
後
無
此
儀
、
再
興
云
々

平
の
先
例
が
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
か
ら
、
貞
治
年
間
に
、
良
基
が
禁
中
に
於
い
て
『
江
家
次
第
」
を
講
義
し
た
事
実
が
知
ら
れ
る
。
良
基
以
前
に
は
一
条
実
経
と
鷹
司
冬

い
ず
れ
も
有
識
で
な
ら
し
た
関
白
で
あ
る
。
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
の
朝
儀
の
描
写
は
、
そ
う
い
う
儀
式
書



研
究
の
成
果
の
一
つ
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
作
品
中
の
儀
式
の
描
写
は
、
北
朝
の
実
際
の
朝
儀
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
作
品
で
理
想
的

世
界
を
構
築
す
る
の
は
、
現
実
に
対
し
て
相
当
の
問
題
意
識
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
『
二
条
良
基
内
奏
状
』
は
絶
好
の
資
料
で
あ
る
。
こ
の
奏
状
は
勅
問
に
対
し
て
、
神
事
・
仏
事
・
徳
政
の
各
項
目
に
つ
き
、

検
討
し
て
み
た
い
。

興
行
す
べ
き
諸
点
を
挙
げ
、
意
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
、
当
時
の
公
家
日
記
を
も
と
に
、
貞
治
応
安
頃
の
朝
儀
衰
退
の
実
態
を

〔
記
録
所
沙
汰
〕

記
録
所
に
は
日
こ
と
の
着
到
一
日
も
欠
き
た
る
も
の
を
ば

や
が
て
衆
を
の
ぞ
か
る
。
明
経
明
法
の
輩
、
記
録
所
に
て

常
に
本
書
を
講
ず
。
簾
中
に
で
き
か
せ
給
。
道
の
興
行

人
の
稽
古
、

い
づ
く
に
か
く
れ
あ
る
べ
し
と
も
見
え
ず
。

記
録
所
は
「
禁
中
に
て
諸
人
の
訴
訟
を
判
断
せ
ら
る
、
所
な
り
」
（
百
寮
訓
要
抄
）
。
そ
の
審
理
の
円
滑
化
は
鎌
倉
中
期
以
来
、
王
朝
が
常
に

『
師
守
記
』
貞
治
六
年
九
月
十
六
日
条
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今
日
記
録
所
庭
中
井
雑
訴
沙
汰
等
無
之
、
依
無
伝
奏
、
今

季
子
今
不
被
行
之
、

っ
た
。
良
基
が
い
か
に
理
想
を
書
い
て
い
る
か
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

取
り
組
ん
で
き
た
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
師
守
記
』
に
よ
れ
ば
後
光
厳
親
政
末
期
に
は
記
録
所
の
活
動
は
ま
こ
と
に
低
調
で
あ

〔
諸
社
の
祭
｜
一
一
月
〕

ま
た
、
北
朝
の
神
事
・
仏
事
の
停
廃
に
つ
い
て
は
大
方
の
予
測
が
つ
く
所
で
あ
ろ
う
が
、

「
吉
田
家
日
次
記
』
応
安
四
年
十
一
月
十
六
日
条

諸
杜
の
ま
つ
り
ど
も
、
近
頃
参
ら
ぬ
諸
司
い
し
い
し
ま
で

今
日
園
・
韓
神
祭
延
引
云
々
、
依
無
幣
料
云
々
、
希
代
事



も
と
当
の
へ
き
せ
給
ふ
。
次
第
た
が
は
ず
み
な
本
社
に
参

り
て
行
ふ
。
い
と
め
で
た
し
。

〔
仁
王
会
・
季
御
読
経
｜
二
月
〕

臨
時
の
仁
王
会
、
季
御
読
経
な
ど
い
ふ
こ
と
ゾ
も
、
月
た

が
へ
ず
皆
行
は
せ
給
ふ
。

也
、
但
仮
殿
於
今
顛
倒
、
芳
以
不
可
行
祭
礼
欺
、
延
引
尤

宜
欺「

二
条
良
基
内
奏
状
』

且
又
仁
王
会
・
季
御
読
経
近
年
一
向
中
絶
、
相
構
可
有
輿

行
事
、

い
わ
ゆ
る
園
・
韓
神
社
祭
で
あ
る
。
当
時
は
、
こ
う
い
う
諸
社
の
祭
を
行
い
得
る

は
修
復
を
進

一
一
月
に
「
諸
杜
の
祭
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、

状
態
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
神
社
自
体
が
破
壊
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
「
二
条
良
基
内
奏
状
』
（
以
下
「
奏
状
』
と
略
）

目
し
て
お
り
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至
如
諸
社
破
損
者
、
不
可
勝
計
問
、
近
日
不
可
有
遵
行
之
実
欺
、
愛
国
韓
神
社
、
延
暦
遷
都
之
時
、
欲
奉
渡
他
所
、
而
在
宮
中
可
奉
守

王
城
之
由
有
託
宣
、
の
不
改
本
座
組
一
初
旬
、
尊
崇
異
他
、
近
年
徒
余
此
地
、
更
無
其
社
、
難
如
形
被
営
造
之
条
可
宜
子
事
、

と
あ
る
。
季
御
読
経
と
仁
王
会
も
国
家
の
重
要
な
仏
事
で
あ
る
が
全
く
挙
行
で
き
な
か
っ
た
。
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
と
『
奏
状
』
の
文

章
と
が
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
の
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

良
基
の
理
想
と
い
う
点
で
は
次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。

〔
法
勝
寺
再
建
〕

き
て
も
／
＼
法
勝
寺
の
九
重
の
塔
は
康
永
に
や
け
た
り
し

を
つ
く
り
た
て
冶
供
養
せ
ら
る
。
建
仁
の
例
と
ぞ
聞
え
し
。

行
幸
行
啓
あ
り
て
公
卿
品
川
人
計
さ
ぶ
ら
ふ
。
惣
礼
に
は
大

『
二
条
良
基
内
奏
状
』

百
王
鎮
護
之
地
、
一
天
無
双
之
場
也

法
勝
寺
者
、

而
九

重
塔
婆
巳
化
灰
塵
、
三
宝
凌
夷
尤
銘
丹
府
、
縦
土
木
之
殊

功
雄
不
及
、
堂
宇
之
破
壊
難
点
止
、
任
本
願
御
祈
請
、
尤



臣
三
人
ね
る
。
こ
れ
も
建
久
東
大
寺
供
養
の
例
な
る
べ
し
。

可
有
興
行
之
沙
汰
欺
、
将
又
後
醍
醐
院
御
菩
提
事
、
殊
被

こ
の
御
塔
供
養
せ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
事
ま
め
や
か
に
め
で

挿

叡
底
可
有
祈
謝
、
此
条
深
有
存
旨
事
、

た
し
。
仏
法
王
法
の
興
隆
と
ぞ
世
の
人
は
の
、
し
る
め
る
。

法
勝
寺
は
白
河
法
皇
の
勅
願
で
建
立
さ
れ
、
そ
の
九
重
の
大
塔
は
院
政
の
記
念
碑
で
あ
り
、
公
家
社
会
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
が
、
康

永
一
花
年
（
一
三
四
二
）
九
月
に
焼
失
し
て
後
は
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
。

『
奏
状
』で
再
建
を
強
く
訴
え
た
良
基
は
、
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
で
た
ち
ま
ち
に
九
重
塔
の
再
建
を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
『
思
ひ

の
ま
ま
の
日
記
』
が
現
実
の
反
転
図
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
良
基
が
荒
廃
し
た
現
実
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
理
想
を
具
現
し
た
作
品
で

あ
る
事
を
よ
く
物
語
っ
て
い
よ
う
。

一－－＇－ー
ノ、
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
が
良
基
の
創
作
の
中
で
占
め
る
位
置
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
こ
の
作
品
か
ら
く
み

と
れ
る
良
基
の
思
想
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
。

『
奏
状
』は
、
伊
藤
氏
の
説
の
如
く
、
康
安
元
年
（
一
三
六

の
も
の
だ
と
し
て
も
、
こ
こ
で
良
基
が
「
可
有
沙
汰
条
々
取
当
時
要
」
と

題
し
た
事
柄
は
、
応
安
に
も
そ
の
ま
ま
北
朝
が
抱
え
る
現
実
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

（
お
）

し
ば
し
ば
朝
儀
の
衰
退
を
歎
き
、
廷
臣
の
無
気
力
を
憤
る
。
彼
が
朝
儀
復
興
を
生
涯
の
目
標
と
し
て
い
た
の
は
何
度
も

良
基
の
著
作
は
、

説
か
れ
て
い
る
。
貞
治
頃
の
朝
儀
は
か
く
も
荒
廃
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

」
の
頃
、
『
江
家
次
第
』の
講
義
に
見
る
通
り
、
良
基
の
関
心

は
王
朝
時
代
の
古
儀
の
究
明
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。



(M
) 

良
基
は
、
後
光
厳
院
の
深
い
信
任
を
得
て
お
り
、
譲
位
に
当
た
っ
て
何
度
か
相
談
を
受
け
た
。
譲
位
当
日
に
は
新
帝
の
元
服
次
第
を
作
成

（
お
）

し
、
践
酔
の
た
め
の
土
御
門
殿
へ
の
移
御
に
同
車
、
調
度
一
切
を
沙
汰
す
る
な
ど
、
践
一
肝
の
儀
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
気
分
を

一
新
し
て
意
欲
的
な
政
務
に
と
り
く
む
後
光
厳
院
政
の
中
枢
に
あ
っ
て
、
新
帝
後
円
融
の
代
に
期
待
す
る
所
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ

。

、
つ
ノし

か
し
政
道
興
行
を
議
決
し
た
評
定
始
の
直
後
に
、
神
木
の
事
件
が
起
こ
り
、
よ
う
や
く
実
現
に
向
か
っ
て
動
き
出
し
た
か
に
見
え
た
朝

儀
復
興
も
画
餅
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
治
ま
り
か
け
た
時
勢
の
中
で
開
始
さ
れ
た
新
帝
の
代
が
、
衆
徒
た
ち
の
理
不
尽
な
要
求
の
た
め
に
、

即
位
式
す
ら
行
え
ぬ
ま
ま
、
む
な
し
く
過
ぎ
て
ゆ
く
な
か
で
、
主
に
比
較
的
最
近
の
出
来
事
を
題
材
に
と
り
潤
色
し
つ
つ
、
せ
め
て
新
帝
の

代
の
あ
る
べ
き
姿
を
描
い
て
、
帰
座
実
現
後
の
後
光
厳
院
の
治
世
前
途
を
予
祝
し
、
後
世
へ
残
そ
う
と
し
た
の
が
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』

と
の
比
較
考
察
も
残
っ
て
い
る
。

た
だ
「
後
光
厳
院
殿
御
代
独
歩
、

詞
・
構
想
・
場
面
な
ど
「
源
氏
物
語
』
に
著
し
く
負
っ
て
い
る
し
、
諸
儀
式
書

天
下
公
家
政
務
殆
在
掌
」
と
い
わ
れ
た
、
貞
治
・
応
安
年
聞
の
二
条
良
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で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
述
べ
る
こ
と
が
多
い
。

基
が
目
指
し
て
い
た
理
想
を
最
も
よ
く
こ
の
小
品
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

、
迂

(1 

『
国
書
総
目
録
』
『
古
典
籍
総
合
目
録
』
等
に
よ
れ
ば
、
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
の
写
本
は
現
在
十
九
本
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
室
町
時

代
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
写
本
の
本
文
を
－
調
査
す
る
と
、ω
一
条
兼
良
自
筆
本
系
統

ω
扶
桑
拾
葉
集
系

統

ω
片
仮
名
本
系
統
、
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
が
、

ω
ω
も

ω
か
ら
派
生
し
た
と
思
わ
れ
、
基
本
的
に
同
系
で
あ
る
。
た
だ

ω
は
末
流

で
、
本
文
は
か
な
り
粗
悪
で
あ
る
。



(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

ω
に
は
静
嘉
堂
文
庫
蔵
延
宝
八
年
写
本
、
北
野
天
満
宮
蔵
本
、

奥
書
に
は
、

右
之
一
帖
者
一
条
兼
良
公
以
／
御
自
筆
写
之
数
校
畢
／
正
保
二
年
仲
春
日

右
笠
井
氏
正
実
に
請
て
又
書
写
了
／
正
徳
五
年
初
秋
日
太
田
義
矩

と
あ
る
（
類
従
本
に
も
こ
の
奥
書
が
あ
る
）
。

ω
に
属
す
る
静
嘉
堂
文
庫
文
庫
蔵
江
戸
中
期
写
本
に
も
、

此
一
策
者
二
条
良
基
公
之
所
撰
也
此
一
策
拝
／
借
而
一
条
藤
大
関
御
所
自
筆
之
巻
深
珍
罵
云
々

と
奥
書
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
写
本
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
「
一
条
兼
良
自
筆
本
」
と
い
う
同
一
の
祖
本
か
ら
派
生
し
て
い
っ
た
こ

と
を
窺
知
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
で
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
一
条
家
書
籍
目
録
』
に
は
、
確
か
に

思
ひ
の
ま
、
の
日
記
後
成
思
寺
殿
御
筆
宮
入
一
巻

と
あ
り
（
一
三
四
オ
）
、
諸
本
の
奥
書
の
い
う
所
も
一
応
信
が
置
け
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
兼
良
自
筆
本
は
、
戦
災
で
焼
失
し
て
し
ま
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

『
二
条
良
基
』
（
青
梧
堂
昭
一
八
・
七
）

『
南
北
朝
時
代
文
学
新
史
』
（
春
陽
堂
昭
八
・
四
）

『
群
書
解
題
』
八
（
続
群
書
類
従
完
成
会
昭
三
六
・
四
）

「
中
世
歌
壇
史
の
研
究
南
北
朝
期
』
（
改
訂
新
版
明
治
書
院
昭
六
二
・
五
）
。

『
と
は
ず
が
た
り
・
徒
然
草
・
増
鏡
新
見
』
（
明
治
書
院
昭
五
二
・
八
）
第
三
篇
・
増
鏡
第
五
章
「
増
鏡
と
『
思
ひ
の
ま
、
の
日
記
』
」

『
新
北
朝
の
人
と
文
学
』
（
三
弥
井
書
店
昭
五
四
・
一
ご
、
「
良
基
の
著
作
」
。

『
二
条
良
基
の
研
究
』
（
桜
楓
社
昭
六
二
・
四
）
、
第
二
編
作
品
研
究
第
七
章
「
『
思
ひ
の
ま
ま
の
日
記
』
」
。
と
こ
ろ
で
、
静
嘉
堂
文
庫

蔵
天
明
六
年
写
本
の
本
奥
書
に

右
思
の
ま
冶
の
日
記
ハ
後
普
光
園
院
殿
仁
臨
調
自
の
御
記
也
元
弘
の
比
よ
り
打
つ
、
き
た
る
兵
乱
に
て
朝
廷
の
公
事
と
も
絶
て
行
ハ
れ

き
り
し
を
後
光
厳
院
の
御
代
に
至
り
て
世
の
中
し
つ
ま
り
し
か
ハ
貞
治
六
年
に
久
し
く
絶
た
り
し
公
事
と
も
を
こ
と
／
＼
く
お
こ
し
て

旧
に
か
へ
し
行
は
せ
給
ひ
し
事
を
記
き
し
め
給
ひ
し
な
り
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お
茶
の
水
図
書
館
成
責
堂
文
庫
蔵
本
な
ど
が
属
す
る
が
、そ
の
う
ち
東
大
本



（
朱
書
）

安
永
五
年
丙
申
夏
五
月
十
七
日
『
加
朱
書
了
』

伊
勢
平
蔵
貞
丈
伝
写

と
あ
る
。
伊
勢
貞
丈
は
こ
の
作
品
を
貞
治
六
年
の
日
記
と
考
え
て
い
た
。
普
通
の
日
記
と
い
う
の
は
容
認
し
難
い
が
、
貞
治
六
年
と
い
う
推

定
が
な
ん
ら
か
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
い
た
も
の
な
の
か
、
知
り
た
い
所
で
あ
る
。

菩
提
院
入
道
関
白
藤
原
基
房
（
一
一
四
五
1

一
二
三
O
）
の
公
事
に
関
す
る
故
実
書
。
散
逸
し
て
い
る
が
、
中
世
の
記
録
に
ま
ま
引
用
が
見

ら
れ
る
。
細
谷
勘
資
氏
「
摂
関
家
の
儀
式
作
法
と
藤
原
基
房
」
（
渡
辺
直
彦
氏
編
『
古
代
史
論
叢
」
続
群
書
類
従
完
成
会
平
六
・
七
）

参
照
。

貞
治
年
間
の
小
朝
拝
の
挙
行
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
な
る
〔

O
H
挙
行
。
ム
リ
変
則
・
略
儀
。
×
H

停
止
〕
。
元
年
×
（
天
皇
不
在
で

一
切
の
行
事
無
し
。
続
史
愚
抄
）
。
二
年
ム
（
日
吉
神
輿
動
座
中
。
後
愚
昧
記
）
。
三
年

O
。
四
年
×
（
光
厳
法
皇
の
諒
闇
）
。
五

年
×
（
春
日
神
木
在
洛
で
儀
式
な
し
。
具
通
公
記
）
。
六
年

O
。
七
年
×
（
前
年
足
利
義
詮
没
に
よ
り
停
止
。
後
愚
昧
記
）
。

こ
の
う
ち
三
年
は
良
基
の
出
仕
が
確
認
で
き
る
（
後
深
心
院
関
白
記
・
後
愚
昧
記
）
。
さ
ら
に
は
町
広
光
（
権
大
納
言
・
大
宰
権
帥
に
至

る
、
一
四
四
四
i

一
五
O
四
）
編
『
小
朝
拝
部
類
記
』
（
続
群
書
類
従
巻
二
五
九
）
に
「
入
御
之
時
関
白
候
御
簾
例
」
と
し
て
、

貞
治
三
正
一
殿
記
云
、
予
揖
帰
着
堂
上
、
則
候
御
簾
、
是
一
説
也
、
常
儀
不
然
、
難
然
依
有
所
存
如
此
進
退
。
且
建
久
以
来
度
々
例

也
。

『
殿
記
』
と
い
う
記
録
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
紛
れ
も
な
く
二
条
良
基
の
（
漢
文
）
日
記
の
逸
文
で
あ
る
。
こ
の
時
良
基
は
関
白
拝
賀
も
あ

わ
せ
行
っ
た
か
ら
、
「
宿
老
（
老
人
）
拝
」
は
こ
の
時
に
し
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

橋
本
義
彦
氏
『
平
安
貴
族
』
（
平
凡
社
選
書
昭
六
一
・
八
）
H

、
「
里
内
裏
沿
革
考
」
。

『
筑
波
問
答
』
に
も
二
条
殿
の
水
池
を
冒
頭
に
描
く
。
良
基
の
絶
筆
「
二
条
押
小
路
家
門
亭
泉
記
」
（
お
茶
の
水
図
書
館
成
責
堂
文
庫
蔵
）
も

庭
園
へ
の
愛
着
を
示
す
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
光
厳
院
の
窟
筆
で
、
庭
園
の
十
の
名
勝
に
名
を
賜
っ
た
と
い
う
が
、
後
光
厳
院
の
誤

り
で
あ
ろ
う
。

加
藤
洋
介
氏
「
二
条
良
基
周
辺
の
源
氏
学l
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
』
の
紹
介
と
翻
刻
l

」
（
国
文
学
研
究
資
料

館
紀
要
一
八
平
四
・
二
一
）
に
よ
る
。

善
成
の
権
中
納
言
の
奏
慶
に
良
基
随
身
の
衛
府
長
を
相
具
し
た
の
も
（
後
愚
昧
記

9 10 12 11 13 14 
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貞
治
六
年
八
月
十
八
日
条
）
、
良
基
と
の
深
い
関
係
を
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示
す
一
例
で
あ
る
。

こ
の
時
の
評
定
案
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
「
応
安
四
年
御
定
書
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
森
茂
暁
氏
『
南
北
朝
期
公
武
関
係
史
の
研
究
』

（
文
献
出
版
昭
五
九
・
六
）
第
三
章
「
北
朝
の
政
務
運
営
」
か
ら
御
学
思
を
蒙
っ
た
。

『
園
太
暦
』
延
文
四
年
三
月
二
十
三
日
条
。
通
相
に
は
叙
位
次
第
書
『
千
種
御
抄
」
の
著
が
あ
る
。

「
良
基
公
作
進
大
嘗
会
進
退
』
（
広
橋
家
旧
蔵
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
）
は
、
足
利
義
満
の
た
め
に
、
永
徳
三
年
の
後
小
松
天
皇
の
大
嘗

会
に
於
け
る
内
弁
作
法
を
記
し
た
次
第
で
あ
り
、
巻
尾
に
自
ら
「
摂
政
四
度
再
任
揚
名
介
作
進
之
良
基
」
と
記
し
て
い
る
。
後
小
松
の

摂
政
が
四
度
目
で
あ
る
か
ら
、
貞
治
年
間
の
関
白
は
三
度
目
で
あ
る
。

『
師
守
記
』
貞
治
六
年
八
月
二
十
七
日
、
二
十
九
日
条
。

『
康
富
記
』
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
七
月
七
日
条
に
「
天
龍
寺
炎
上
年
々
事
」
が
録
さ
れ
て
い
る
。

注
目
と
同
じ
。

内
閣
文
庫
蔵
。
『
大
日
本
史
料
』
六
ノ
三
六
補
遣
に
所
収
。
応
安
五
年
十
二
月
か
ら
翌
年
正
月
に
か
け
て
、
院
・
良
基
・
武
家
・
興
福
寺
の

間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
文
書
を
録
す
る
。

従
来
『
砂
巌
』
に
収
録
さ
れ
「
就
勅
間
言
上
書
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
親
本
ら
し
き
東
山
御
文
庫
蔵
古
写
本
（
六
七
・
六
・
一

O
）
の
存
在
が
報
告
さ
れ
た
。
引
用
は
そ
の
紙
焼
を
用
い
る
。
『
後
深
心
院
関
白
記
』
応
安
四
年
八
月
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
評
定
始
に
き
き

だ
っ
て
「
可
有
沙
汰
題
目
」
を
評
定
衆
に
提
出
さ
せ
て
い
る
。
『
奏
状
』
の
巻
末
は
「
八
月
十
一
日
従
一
位
良
基
上
」
、
従
っ
て
応
安
四

年
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
伊
藤
氏
前
掲
御
著
に
よ
れ
ば
、
地
震
の
こ
と
が
多
く
見
え
る
か
ら
、
康
安
元
年
（
一
三
六
こ
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
。

『
永
和
大
嘗
会
記
』
に
、

こ
の
こ
ろ
は
た
ゾ
富
貴
の
人
の
華
美
を
好
む
を
ば
目
出
た
き
事
と
心
得
、
清
貧
の
人
の
学
問
な
ど
し
て
古
儀
を
お
も
ふ
を
ば
見
苦
し
く

き
た
な
き
事
に
申
し
侍
り
。
日
に
し
た
が
ひ
て
素
准
大
飲
の
人
の
み
時
に
あ
ひ
侍
る
。
神
国
の
風
に
は
か
や
う
に
は
侍
ら
じ
と
ぞ
お
ぼ

え
侍
る
な
り
。

あ
る
い
は
『
百
寮
訓
要
抄
』
に

凡
延
喜
天
暦
以
往
は
賢
才
に
よ
り
て
登
庸
せ
ら
れ
し
也
。
村
上
円
融
以
後
は
重
代
計
を
賞
し
て
其
身
の
堪
否
を
え
ら
ば
れ
ず
、
是
末
代
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政
の
陵
遅
の
故
也
。

と
あ
る
類
。

『
後
光
厳
院
記
』
応
安
三
年
九
月
十
八
日
条
、
同
四
年
二
月
二
十
四
日
条
ほ
か
。

『
迎
陽
記
』
応
安
四
年
三
月
二
十
三
日
条
。
『
仲
光
卿
記
』
（
柳
原
第
行
幸
親
王
宣
下
記
）
同
年
三
月
二
十
一
日
条
。
な
お
『
後
光
厳
院
譲
位

記
』
（
続
群
書
類
従
巻
二
七
七
）
は
作
者
不
明
と
き
れ
て
い
る
が
、
良
基
の
記
録
で
あ
ろ
う
。

『
荒
暦
』
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
十
一
月
六
日
条
。

26 ＊
本
稿
所
引
の
資
料
の
底
本
は
左
の
通
り
（
順
不
同
）
。

後
愚
昧
記
・
建
内
記
（
大
日
本
古
記
録
）
。
後
深
心
院
関
白
記
（
陽
明
叢
書
・
記
録
文
書
篇4
）
。
園
太
暦
（
続
群
書
類
従
完
成
会
刊
本
）
。
師
守

記
（
史
料
纂
集
）
。
吉
田
家
日
次
記
（
大
日
本
史
料
）
。
荒
暦
（
柳
原
家
記
録
）
。
源
氏
物
語
（
古
典
文
学
大
系
）
。
増
鏡
（
講
談
社
学
術
文
庫
）
。
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